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日常生活を営むのに支障がある障がい者（児）

の身体介護や家事援助を行います。 

サービスの内容、手続きなどは１２～１３ページ、

対象となる難病等の病名は１５７～１５８ページ

に掲載しています。 

■支給決定 

支給量として、1か月に利用できる時間数を決

定します。 

 

 

■支給制限 

・ 介護保険のサービスが利用できる方（介護認

定を受けている方、受けることができる方）

は、介護保険が優先されます。 

・ 重度脳性麻痺者介護事業との併用はできま

せん。 

■利用者負担 

サービス費用の1割相当額。世帯の所得に応じ

て、一定の負担上限額が設定されます。詳しくは、

14ページに掲載しています。 

■問い合わせ先 

対 象 者 問い合わせ先 電話・FAX番号 

身体障がい者・児、 

難病患者・児 
障がい者福祉課 身体福祉係 電話 3463-19３７  FAX 5458-4935 

知的障がい者・児 障がい者福祉課 知的福祉係 電話 3463-1978  FAX 5458-4935 

精神障がい者・児 

（発達障がいを含む） 
障がい者福祉課 精神福祉係 電話 3463-1905  FAX 5458-4935 

    

 

 

独立して屋外活動をすることが困難な重度脳性

麻痺の方の家族による介護に対して助成します。 

■対 象 

区内在住の20歳以上の方で、身体障害者手帳

1級の脳性麻痺の方 

ただし、障害者総合支援法および介護保険法に

よるサービスの一部と併給できません。 

■派遣内容 

1回1日単位で月12回以内 

■費 用 

本人負担なし 

■介護手当 

１回につき6,560円の介護手当を、区から介護

人にお支払いします。 

■手 続 き 

次の①～③をお持ちください。 

① 身体障害者手帳 

② 介護人名義の銀行口座がわかるもの 

③ 印鑑（被介護人と介護人のもの） 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 給付係 

電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

 

介護・リハビリテーション 

居宅介護（ホームヘルプ）【障害者総合支援法の障害福祉サービス】 

重度脳性麻痺者介護事業 
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重症心身障がいのある方の自宅に看護師等を

派遣し、家族等の代わりに一定時間ケアを行い

ます。 

■対 象 

区内在住で、次の①～⑤のすべてに該当する方 

① 身体障害者手帳1・2級程度またはこれと同

等と認められる障がいのある方(自ら歩くこ

とができない方) 

② 愛の手帳1・2度程度またはこれと同等と認

められる障がいのある方 

③ 家族等による在宅介護を受けている方 

④ 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けて

いる方 

⑤ 重症心身障がいのある方と介護者とが同一

世帯にある方 

※ 人工呼吸器、胃ろう等医療的ケアの必要な方

は、①・②の要件を満たさなくても、③～⑤の

要件を満たすときは利用できます。 

■利用内容 

原則として月4回（年間２４回以内） 

1回あたり2時間から4時間まで利用できます。 

■費 用 

世帯の所得に応じて自己負担があります。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係 

電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

■利用方法 （申請に必要な書類についてはお問い合わせください） 

訪問看護事業者 利 用 者 主 治 医 渋 谷 区 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方を日常的に介護している家族が病気などにより一時的に介護が困難となったときに

利用できる下記のサービスについては、「緊急時の支援」の章の63～65ページに掲載しています。 

緊急介護人の派遣、緊急一時保護、在宅難病患者一時入院、短期入所（ショートステイ） 

重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業 

申請受付 

審 査 
主治医意見書 

申込受付 

利用承認 

委託契約の締結 

緊急時に利用できる介護サービス 

委託契約の締結 

利用申請 

利用開始 

利用申込 
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■対 象 

自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓

器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、

食事および排泄など日常生活動作について常時

または随時の介護が必要な状態の方 

■支援の内容 

(1) 介護料の支給  

その月の介護に要した費用として自己負担した

額に応じ、受給資格の種別ごとに次の範囲内で

支給します。 

種 別 金 額 

最 重 度 特Ⅰ種 
85,310円～ 

211,530円 

常時要介護 Ⅰ種 
72,990円～ 

166,950円 

随時要介護 Ⅱ種 
36,500円～ 

83,480円 

(2) 短期入院・短期入所費用助成  

介護料の受給資格を有する方が、治療および養

護を目的として病院等に短期間入院したり、介

護を行う家族等のレスパイト等を目的として障

害者支援施設等に短期入所（ショートステイ）し

た場合に、次の費用の自己負担額を助成します。 

① 入退院・入退所時における移送費 

② 室料差額および食事負担金に要する費用 

③ 短期入院・入所利用時のヘルパー等の付き添

いに要した費用 

■助成制限・上限 

・ 原則として、１回の入院・入所が２日以上１４日

以内の短期入院・短期入所が助成対象です。 

・ 年間４５日以内かつ年間４５万円以内の範囲

内で支給します。 

・ ②については、１日あたりに換算して１万円が

上限額です。 

 

■問い合わせ先 

独立行政法人 自動車事故対策機構（NASVA：ナスバ） 東京主管支所 

〒130-0013 墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラルビル8階 

電話 3621-9941  ＦＡX 3621-9944 

 

  

自動車事故による被害者への支援 
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精神障がいのある方で、家族と一時的に離れて

息抜きしたいときや、家族が冠婚葬祭や旅行で

留守にするときなどに、区が指定した施設を利

用できます。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住の18歳以上の方 

② 通院治療を継続しており服薬管理のできる方 

③ 主治医がショートステイ利用について賛成し

ている方 

④ 緊急の受診や入院の必要がない方 

■利用期間 

・ 月曜日～土曜日 （祝日、年末年始を除く） 

・ チェックイン１０時から チェックアウト１８時まで 

■利用上限 

・ 1回につき5日間以内（初回のみ2日間以内） 

・ 月2回以内 

■費 用 

１日あたり７５０円 

（内訳：利用料５００円、光熱水費２５０円） 

１泊２日の場合、２日換算で１,５００円 

■利用方法 

事前に登録が必要です。利用を希望する方は、

施設に直接お問い合わせください。 

■定 員 

1名 

■指定施設 

東梅ホーム 

〒151-0073 笹塚3-43-1 

電話 6276-4660 

 

 

 

 

 

グループ活動を通して、円滑な対人関係や日常

生活習慣などの習得や社会復帰を目指すための

生活訓練の場です。 

■対 象  心の病気で治療中の方 

■場 所  恵比寿保健相談所・幡ヶ谷保健相談所 

■内 容  SST(ソーシャルスキルトレーニン

グ)、創作活動、スポーツ、医師の

講話、社会復帰に向けた支援 

■日 時  週1回 10時～15時 

■費 用  無 料 

■利用方法 

お住まいの地区を管轄する保健相談所の保健師

にご相談ください。 

■問い合わせ先 

中央保健相談所  電話 3463-2439 

恵比寿保健相談所  電話 3443-6251 

幡ヶ谷保健相談所  電話 3374-7591 

（各保健相談所の管轄地域は、２０ページに掲載

しています。） 

 

 

 

 

 

 

精神障害者社会復帰訓練（デイケア） 

精神障がい者ショートステイ事業 
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名 称 対 象 内 容 申込み・問い合わせ先 

自立訓練 

（生活訓練） 

身体障害者手帳をお

持ちの方 

障害者総合支援法に基づく

給付として提供される訓練。 

歩行、パソコン、スマートフォ

ン、点字、日常生活技術、ロー

ビジョン者の読み書き等 

社会福祉法人 

日本点字図書館 自立支援室 

〒169-8586 

新宿区高田馬場1-23-4 

電話 3209-0241 

FAX 3200-4133 

家庭生活訓練 

家庭での日常生活に

制限を受けている、都

内在住で在宅の視覚

障がいのある方 

調理・生花・手芸・リズム体操

などの講習 

公益社団法人 

東京都盲人福祉協会 

〒169-0075 

新宿区高田馬場1-9-23 

東京都盲人福祉センター内 

電話 3208-9001 

FAX 3208-9005 

中途失明者 

緊急生活訓練 

事業 

原則18歳以上の都内

在住の方で、視覚障が

いがあり、身体障害者

手帳をお持ちの方 

歩行・生活および点字訓練、

スマートフォンなどの訪問指導 

※ 点字講習会、パソコン教室、その他各種講座については、120～121ページに掲載しています。 

 

 

 

名 称 対 象 内 容 申込み・問い合わせ先 

吃音者 

発声練習 

15歳以上の

吃音者 

発声の練習、話し方 

グループワークおよび

よりよい人間関係の

ための研究など 

一般社団法人 東京言友会 

〒170-0005 豊島区南大塚1-30-15 

電話 3942-9436 

Ｅメール tokyogen@nifty.com 

ホームページ 

https://tokyo-gennyukai.jimdofree.com 

喉頭摘出者

発声訓練 

喉頭を摘出

し、発声機能

を喪失した方 

食道発声・電気式人工

喉頭器およびシャント

式による発声訓練 

週3回 (火曜日・木曜

日・土曜日) 

年間100回以上 

費用：無料 

(入会金・年会費有) 

公益社団法人 銀鈴会 

〒105-0004 

港区新橋5-7-13 ビュロー新橋901 

受付時間 10時～16時 

電話 3436-1820  FAX 3436-3497 

Eメール office@ginreikai.net 

ホームページ https://www.ginreikai.net/ 

 

視覚障がいのある方を対象とするリハビリテーション 

音声・言語機能に障がいのある方を対象とするリハビリテーション 


